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1議案 1

(平成２５年１１月１１日提出）

議　　　案
件　　　　　　　　　　名

議　案　一　覧　表

種　類 番　号
ページ

訴えの提起について



議案第１号 

 

訴えの提起について 

 

 下記事件について訴えの提起をしたいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 

  平成２５年１１月１１日提出 

 

                               泉南市長 向 井 通 彦 

 

記 

１ 第一審事件名 

大阪地方裁判所平成２４年行（ウ）第１１３号 

農地転用届出受理取消請求事件 

２ 当事者 

控 訴 人      泉南市 

同代表者兼処分行政庁 泉南市農業委員会 

同委員会代表者会長  中 野 吉 次 

被控訴人  泉南市内在住 

○○○○ 
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３ 事件の概要 

  ３人共有の農地に関して、被控訴人以外の２人に対して先行して行った農地転用届出受理通知処分とその後被控訴人に

対して行った農地転用届出受理通知処分の取消しについて、平成２４年５月２５日大阪地方裁判所において被控訴人から

本市に対して行政処分取消請求事件が提起された。 

  平成２５年１０月２５日に判決言渡しがあり、当該処分を取り消すよう命じられたところであるが、本市の主張が認め

られておらず判決内容には承服することができないため、控訴する。 

４ 判決の内容 

⑴ 泉南市農業委員会が平成２２年１１月２２日付けで別紙物件目録記載の不動産についてした農地法５条１項６号の規

定による農地転用届出を受理する旨の処分を取り消す。 

⑵ 訴訟費用は，被告の負担とする。 

５ 控訴の趣旨 

⑴ 第一審判決を取り消す。 

⑵ 被控訴人の請求を棄却する。 

⑶ 訴訟費用は、第一、二審を通じ被控訴人の負担とする。 

６ 管轄裁判所 

大阪高等裁判所 
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議案第１号参考 

経緯  

 平成２２年１１月１８日 代理人が被控訴人以外の２人の共有者の委任状を持参し、２人の持分についての農地転用届出

書を泉南市農業委員会に提出 

 同 ２２年１１月２２日 代理人に農地転用届出受理通知を渡す。 

 同 ２３年 ２月２５日 代理人が被控訴人の委任状を持参し、被控訴人の持分についての農地転用届出書を泉南市農業

委員会に提出 

代理人に農地転用届出受理通知を渡す。 

共有地として一体処理する必要から届出日を平成２２年１１月２２日に訂正 

 同 ２３年 ８月 ５日 被控訴人から泉南市農業委員会に対し異議申立て 

             共有地のため被控訴人の持分だけ処分を取り消すことはできない旨回答 

 同 ２４年 ５月２５日 被控訴人が原告として泉南市農業委員会を被告とし農地転用届出受理取消請求事件を提起 
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物件の位置 

泉南市信達牧野676番1
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